
1/14 

○甲斐市建設工事総合評価落札方式試行要領 

平成19年11月1日 

告示第124号 

改正 平成20年8月1日告示第100号 

平成21年8月19日告示第110―2号 

令和3年5月14日告示第172号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令（昭

和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の10の2（第167条の12第4項及び第

167条の13において準用する場合を含む。）の規定に基づき、価格及びその他の条件が市

にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式（以下「総合評価

落札方式」という。）を試行的に実施する場合の方法について、別に定めがあるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 総合評価落札方式により入札を行う工事（以下「対象工事」という。）は、一般

競争入札及び指名競争入札に該当する工事で、次に該当するものから選定するものとす

る。 

(1) 公共工事の品質を確保するため、入札参加者の施工能力、社会性等と入札価格を総

合的に評価することが妥当であると認められる工事 

(2) その他総合評価落札方式によることが適当であると認められる工事 

（総合評価落札方式の選定） 

第３条 総合評価落札方式により入札を行う場合は、当該工事の規模、難易度及び特性等

に応じて、次に掲げる方式のいずれかによるものとする。ただし、2千万円未満の工事に

ついては、原則として特別簡易型によるものとする。 

(1) 特別簡易型 技術的な工夫の余地が小さい一般的かつ小規模な工事について、施工

実績、配置予定技術者、技術的能力、社会性及び入札価格を総合的に評価するもの 

(2) 簡易型 技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事について、前号に掲げる事項の

ほか施工計画等についての工夫を技術提案として求めるもの 
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（総合評価の方法） 

第４条 総合評価落札方式で定める評価の方法については、別に定める「落札者決定基準」

によるものとする。 

（建設工事技術審査会） 

第５条 総合評価落札方式による入札執行の事務について審査するため、甲斐市建設工事

技術審査会（以下「技術審査会」という。）を置く。 

２ 技術審査会は、甲斐市建設工事請負等入札者指名選考委員会委員をもって構成し、会

長は副市長、副会長は会長が指名した者とする。 

３ 技術審査会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 総合評価落札方式を行うことの適否の審査 

(2) 総合評価落札方式における落札者決定基準の審査 

(3) 入札参加者から提出される技術資料等に関する審査及び評価 

(4) その他総合評価落札方式による入札に必要な事項の審査 

（入札方法及び審査） 

第６条 市長は、総合評価落札方式により入札を行おうとするときは、この要領により実

施するものとし、あらかじめ実施対象工事の適否及び落札者決定基準について技術審査

会の審査を受けるものとする。 

（学識経験者の意見聴取） 

第７条 市長は、次に掲げるときは、政令第167条の10の2第4項及び第5項の規定に基づき、

あらかじめ学識経験を有する者2人以上の意見を聴かなければならない。 

(1) 落札者決定基準を定めようとするとき。 

(2) 前号の規定による意見聴取において、落札者を決定しようとするときにも改めて意

見を聴く必要があるとされたとき。 

２ 前項の学識経験を有する者の意見聴取は、当分の間、山梨県が設置する山梨県総合評

価委員会（以下「評価委員会」という。）に対し様式第1号により行うものとする。 

（実施対象工事の適否及び落札者決定基準） 

第８条 市長は、実施対象工事の適否及び落札者決定基準について、前条の意見を聴いた

後に決定するものとし、必要に応じて技術審査会の審査に付するものとする。 
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（価格以外の評価結果の公表と疑義照会） 

第９条 市長は、価格以外の評価点を算定後、技術審査会の審査に付し、評価値等の評価

結果について閲覧等により公表するものとする。 

２ 入札参加者は、前項により公表された日から3日以内に、自らの評価点について様式第

2号により疑義の照会をすることができるものとする。 

３ 市長は、前項の照会があったときは、様式第3号により回答するものとし、必要に応じ

て技術審査会の審査に付するものとする。 

４ 前項の規定において、価格以外の評価値を修正した場合は、修正した結果について閲

覧等により公表するものとする。 

（落札予定者の決定方法） 

第10条 落札予定者の決定は、次の方法によるものとする。 

(1) 入札参加者のうち、次の要件を満たす者を審査対象とするものとする。 

ア 価格以外の評価を行うために必要な資料（別に示す「入札参加資格確認資料作成

要領」に定められた様式）を提出した者 

イ 入札書が無効でない者 

(2) 入札書の開札は、価格以外の評価値が決定した後に行うものとする。 

(3) 落札予定者は、総合評価値の最も高い者とする。ただし、総合評価値の最も高い者

が2者以上ある場合は、くじにより決定するものとする。 

（落札者の決定） 

第11条 市長は、落札者を決定しようとするときは、技術審査会の審査に付して決定する

ものとする。この場合において、第7条第1項第2号の規定による意見聴取の必要があると

きは、あらかじめ様式第4号により評価委員会の意見を聴くものとする。 

２ 前項により落札者が決定したときは、その結果を閲覧等により公表するものとする。 

（入札参加者への周知） 

第12条 市長は、入札参加者に対し指名通知又は入札公告により次の事項を周知するもの

とする。 

(1) 総合評価落札方式を採用していること。 

(2) 入札参加資格確認資料作成要領に定められたすべての様式を提出すること。 
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(3) 価格以外の評価点の評価項目及びその配点に関すること。 

(4) 落札者の決定方法に関すること。 

(5) 総合評価に関する審査結果が公表されること。 

(6) 価格以外の評価点について疑義の照会ができること。 

（資料の提出） 

第13条 入札参加者は、前条第2号の資料を入札参加資格確認資料の提出時にすべて提出し

なければならない。 

（施工計画の保護） 

第14条 施工計画の技術提案については非公表とし、技術提案の特定以外に提案者に無断

で使用しないものとするが、以後の工事において、その提案内容が一般的に使用されて

いる状態になった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他

的権利を有する場合については、この限りでない。 

（総合評価に係わる資料の作成費用） 

第15条 入札参加者が総合評価に係わる資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者の

負担とする。 

（価格以外の評価内容の履行の確保） 

第16条 総合評価技術資料（入札参加資格確認資料作成要領に定める様式のうち施工計画

及び技術提案に関する資料をいう。）で提出した内容が履行できなかった場合は、工事

完成時の成績評定において減点するものとし、工事の適正な履行の確保及び評価を行う

ものとする。 

２ 市長は、総合評価に関して提出した資料等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があった

と認められるときは、契約の解除又は指名停止等の措置を講じることができるものとす

る。 

（入札実施における特例） 

第17条 この要領に基づき入札を行うときは、他の要領等の規定にかかわらず、次のとお

り実施するものとする。 

(1) 申請書及び資料は、指定された場所へ持参により提出すること。ただし、やむを得

ない事由により市長の承諾を得て別途提出する場合は、公告に定められた受付期間及
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び受付場所に持参するものとし、郵便及び電信等による送付によるものは受け付けな

い。 

(2) 甲斐市低入札価格調査実施要領（平成16年甲斐市訓令第77号）の規定を適用する。 

（秘密の保持） 

第18条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札参加者から提出された

資料等は、公表しない。 

（その他） 

第19条 市長は、本要領の執行に関して疑義が生じた場合は、技術審査会において協議し

対応するものとし、必要に応じて評価委員会の意見を聴くものとする。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年8月1日告示第100号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年8月19日告示第110―2号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和3年5月14日告示第172号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第7条関係） 

様式第２号（第9条関係） 

様式第３号（第9条関係） 

様式第４号（第11条関係） 

 


